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はじめに 

 

○公営住宅等長寿命化計画策定の背景と目的 

本市では、公営住宅等ストックの効率的、効果的な活用方法を定めるとともに、適切なストッ

クマネジメントを行うための計画とし、「久慈市市営住宅等長寿命化計画」（平成 23～令和 2（2011

～2020）年度、「以降：前計画という。」）を策定し、運用してきたところである。 

前計画策定以後の平成 27（2015）年度には、「久慈市公共施設等総合管理計画」の策定、平成 28

（2016）年度には国土交通省住宅総合整備課の「公営住宅等長寿命化計画策定指針」の改定が行

われた。 

本計画は、「久慈市公共施設等総合管理計画」の基本方針や「公営住宅等長寿命化計画策定指針」

の改定内容を踏まえつつ、住宅セーフティネットの中核を担う公営住宅等について、現在の状況

や将来的な需要見通しを踏まえた中長期的な事業手法を定め、長寿命化に資する予防保全的な維

持管理（点検・修繕・データ管理）および改善等を計画的に推進することにより、ストックの有

効活用とライフサイクルコスト（LCC）の縮減等を図ることを目的とする。 

 

○計画期間 

 本計画の計画期間は令和 3～12（2021～2030）年度とする。また、社会情勢の変化や事業の進捗

状況等に応じ、概ね 5年ごとに定期的に見直しを行うこととする。 

  



 

 

 

 

 



 

1. 久慈市の状況 
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（1）自然的特性 

① 位置・地勢 

・ 本市は、岩手県北東部に位置する。 

・ 東側は太平洋に面した海岸段丘が連なり、小袖海岸など三陸復興国立公園の代表的な景勝

地を有しており、西側は遠島山など標高 1,000ｍ以上の山嶺を有する北上高地の北端部に

あたる。 

・ 総面積 624 ㎢のうち森林面積が全体の 86％（536 ㎢）を占めており、平庭高原の白樺林や

久慈渓流は久慈平庭県立自然公園に指定されている。 

 

② 気候 

・ 太平洋に面していることもあり、海洋性気候と内陸性気候の両方の気象状態を併せ持ち、

夏季にはヤマセ（偏東風）の影響を受けることが多く、比較的冷涼な気候となっている。 

・ 降水量は、年間平均 1,000 から 1,500 ㎜程度と県内でも比較的少なく積雪量も比較的少な

い地域である。 

 

■位置図 

 

資料：久慈市地域公共交通網計画 
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（2）人口・世帯の現状と将来の動向 

① 人口・世帯数・１世帯当たりの人員の推移 

・ 人口は、平成 27（2015）年国勢調査において 35,642 人であり、昭和 55（1980）年の 43,683

人をピークに減少している。 

・ 世帯数は、平成 12（2000）年国勢調査の 14,059 世帯以降、ほぼ 14,000 世帯程度で推移し、

平成 27（2015）年には 14,256 世帯となっている。 

・ 人口・世帯減少ともに、一世帯当たりの人員も減少しており、世帯の小規模化が進行して

いる。 

・ 平成 18（2006））年 3月 6 日に、旧久慈市と旧山形村が合併し現在の久慈市となったが、旧

山形村区域は、過疎地域自立促進特別措置法における「市町村合併により、過疎地域とみ

なされる区域として公示された区域（法第 33 条第 2 項）（合併が行われた日の前日におい

て法第 2 条第 1 項の規定に基づく過疎地域であった区域。）」に指定されている。 

■人口・世帯・１世帯当たりの人員の推移 

 
資料：国勢調査 

 

② 人口と高齢化率の推移 

・ 年齢構成の推移をみると、年少人口および生産年齢人口が減少傾向にある一方、老年人口

（65 歳以上）は増加が続いており、高齢化率は、平成 27（2015）年に 29.5％まで高まって

いる。 

・ 老年人口の内訳をみると、後期高齢者（75 歳以上）は、平成 27（2015）年で 5,710 人と増

加し続けており、老年および全体の人口に占める割合も高まっている。 
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■年齢構成の推移 

 
※合計値には年齢不詳を含む 

資料：国勢調査 
 

③ 地区別人口の推移 

・ 市中心部の久慈・長内以外の地区では、

昭和 35（1960）年以降、人口減少に転じ

ている。 

・ 久慈地区では、昭和 50（1975）年から人

口は横ばい状態だったが、平成 17（2005）

年頃から減少に転じている。 

・ 同様に長内地区では、平成 7（1995）年ま

で人口は増加傾向だったが、それ以降は

減少に転じている。 

 

■地区別の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：久慈市統計書 
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④ 人口・世帯の将来見込み 

・ 令和 2（2020）年 3 月公表の「久慈市人口ビジョン」において、令和 27（2045）年に 2.5 万

人程度の人口確保を目標としており、出生率の向上、東京圏への人口流失抑制を想定した

人口推計を実施している。 

・ この人口推計によると、平成 27（2015）年人口の 35,642 人に対し、5 年後の令和 7（2025）

年には約 10％、10 年後の令和 12（2030）年には約 15％の減少となる見込みとなっている。 

・ 高齢者数は横ばいだが、高齢化率は高まり続け、令和 27（2045）年に 42.7％に達する見込

みとなっている。 

・ 同ビジョンの世帯推計によると、10 年後の令和 12（2030）年には 13,835 世帯、平成 27

（2015）年の 14,226 世帯に対して微減する見込みである。世帯型別にみると、「夫婦と子

から成る世帯」および「その他の一般世帯」が減少していく見込みとなっている。 

■年齢 3 区分の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1990～2015 年人口、世帯：国勢調査 
2020～2045 年人口は久慈市独自設定による推計：久慈市人口ビジョン 

■将来世帯数推計 
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（3） 住宅ストックの状況 

①全体の概況 

・ 住宅総数は 17,370 戸、うち居住世帯のある住宅が 14,070 戸であり、居住世帯のある住宅

の約 7 割が一戸建ての持ち家（9,490 戸、67.4％）である。 

・ 居住世帯のある住宅の約２割が民営借家（3,090 戸、21.9％）であり、建て方別にみると、

一戸建が 1,380 戸（民営借家の 44.7％）、共同住宅が 1,610 戸（同 52.1％）となっている。 

・ 公営住宅等を含む公的借家の居住世帯は、居住世帯全体の 0.9％を占めている。 

・ 空き家は 3,210 戸、住宅総数に占める空き家率は 18.5％であり、その種別をみると、賃貸

用の住宅が 1,050 戸（空き家の 32.7％）となっている。 

 

■久慈市の住宅ストック状況 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査 
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四捨五入の関係で、一部合計が100％にならない場合がある。統計上の端数処理の関係で合計値があわない部分がある。
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② 所有関係別住宅数の推移 

・ 住宅ストックは、平成 10（1998）年以降、増加傾向にある。居住世帯のある住宅において、

平成 30（2018）年には 14,070 戸となっている。 

・ 所有関係別にみると、持ち家は、平成 20（2008）年以降は 10,000 戸程度で推移している。 

・ 一方、借家は、3,100～3,300 戸台とほぼ一定量で推移していたが、平成 30（2018）年には

3,810 戸と増加に転じている。 

 

■所有関係別住宅数の推移 

 
※統計上の数値処理の関係で合計値があわない部分がある 

資料：住宅・土地統計調査 

 

③ 空き家の状況 

・ 空き家数は、平成 30（2018）年に 3,210 戸となり、平成 20（2008）年および平成 25（2013）

年の 2,500 戸程度より増加している。 

・ 住宅総数に占める空き家率も 18.5％に増加しており、岩手県の 16.1％よりも高い状況にあ

る。 

・ 空き家の種別をみると、平成 30（2018）年に、その他の住宅が 2,070 戸と増加し、空き家

の 64.5％を占めている。 

・ また、その他の住宅の 2 割程度に腐朽・破損が見られる状況となっている。 
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■空き家数の推移 

 
 

■空き家の種類別推移 

 
 

■その他の住宅の腐朽・破損の有無別推移 

 
 

※統計上の数値処理の関係で合計値があわない部分がある 
資料：住宅・土地統計調査 
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（1） 管理戸数 

・ 令和 2（2020）年 10 月時点の公営住宅等のストックは、84 棟 236 戸である。 

・ 内訳は市営住宅が 71 棟 220 戸、災害公営住宅 10 棟 10 戸、定住促進住宅 3 棟 6 戸となっ

ている。 

・ 棟数は、木造（54 棟、64.3%）が最も多く、次いで簡易耐火構造平屋建（22 棟、26.2%）

が多い。 

・ 戸数は簡易耐火構造（88 戸、37.3%）が最も多く、次いで中層耐火構造（84 戸、35.6%）

が多い。 

 

■構造別棟数・管理戸数 

 
棟数 管理戸数 

棟 割合 戸 割合 

木造（Ｗ） 54 64.3％ 64 27.1％ 

簡易耐火構造（ＣＰ）（ＣＢ） 24 28.6％ 88 37.3％ 

中層耐火構造（ＲＣ） 6 7.1％ 84 35.6％ 

合計 84 100.0％ 236 100.0％ 

■公営住宅等位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●公営住宅 ●定住促進住宅 ●災害公営住宅 

久喜 

久慈湊・大崎 

元木沢 

国 
道 
45 
号 
線 

国道 281 号線 

国道 395 号線 Ｊ 
Ｒ 
八 
戸 
線 

三陸鉄道 
北リアス線 

【うべ】 

【てらさと】

【定住促進住宅】

【夏井早坂】

【侍浜】
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■公営住宅等一覧 

 団地名 所在 建設年度 構造 
棟

数 
戸

数 
備考 

公
営
住
宅 

さいわい団地 小久慈町 34-8 
1989～ 
1991（H1～3） 

中層耐火 
3 階建 

3 36 
 

侍浜団地 
侍浜町本町 
9-53-65 

1992（H4） 
木造 
2 階建 

5 10 
 

みなと団地 湊町 18-13-4 
1993～ 
1994（H5～6） 

中層耐火 
3 階建 

2 24 
 

てらさと団地 寺里 30-77 2009（H21） 
中層耐火 
3 階建 

1 24 
 

うべ団地 宇部町 5-51-2 
2016～ 
2018（H28～
30） 

木造平屋建 16 16 
 

夏井早坂地区

住宅 
夏井町早坂 
13-8-2 

1961（S36） 
木造平屋建 6 6 ・全て政

策空き

家 
簡易耐火構造 
平屋建 

1 4 

計 7 10  

萩ヶ丘地区 
住宅 

天神堂 34-35-2 
1966～ 
1969（S41～
44） 

簡易耐火 
平屋建 

21 80 
 

川井団地 
山形町川井 
13-48-1 

1967（S42） 木造平屋建 6 10 
・5 戸政

策空家 

新川井団地 
山形町川井 
10-72-2 

2000～ 
2001（H12～
13） 

木造平屋建 10 10 
 

災
害
公
営
住
宅 

久慈湊・大崎 
地区住宅 

湊町 
21-15-15～19 

2013（H25） 木造平屋建 5 5 
 

元木沢地区 
住宅 

長内町 
35-74-6～7 

2013（H25） 木造 2 階建 2 2 
 

久喜地区住宅 
宇部町 
20-168-16～18 

2013（H25） 
木造 2 階建 2 2  

木造平屋建 1 1  

計 3 3  

定住促進住宅 
山形町川井 
第10地割1-1,8 

1974～ 
1975（S49～
50） 

簡易耐火 
2 階建 

2 4 
 

1973（S48） 木造平屋建 1 2  

計 3 6  

合計 

市営住宅 71 220  

災害公営住宅 10 10  

定住促進住宅 3 6  

合計 84 236  
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① 建設年度 

・ 棟数は昭和 41（1966）～昭和 45（1970）年度のストック（27 棟、32.1%）が最も多く、次

いで平成 28（2016）年度以降のストック（16 棟、19.0%）が多い。 

・ 棟数を構造別にみると、昭和 41（1966）～昭和 50（1975）年度のストックは、木造・簡易

耐火構造であり、昭和 61（1986）年度以降のストックは、木造および中層耐火構造となっ

ている。 

・ なお、平成 23（2011）～平成 27（2015）年度に建設されたストックは、東日本大震災津波

に伴う災害公営住宅である。 

・ 戸数は、棟数同様に昭和 41（1966）～昭和 45（1970）年度のストック（90 戸、38.1％）が

最も多く、次いで平成 3（1991）～平成 7（1995）年度のストック（46 戸、19.5％）が多い。 

・ 戸数を構造別にみると、昭和 41（1966）～昭和 50（1975）年度の簡易耐火構造ストック（80

戸、33.9%）が最も多く、次いで平成 3（1991）～平成 7（1995）年度の中層耐火構造ストッ

ク（36 戸、15.3%）が多い。 

 

■建設年度・構造別棟数    ■建設年度・構造別戸数 

 

 

 

 
0 10 20 30

1965(S40)年度

以前

1966～1970

(S41～45)年度

1971～1975

(S46～50)年度

1976～1980

(S51～55)年度

1981～1985

(S56～60)年度

1986～1990

(S61～H2)年度

1991～1995

(H3～H7)年度

1996～2000

(H8～12)年度

2001～2005

(H13～17)年度

2006～2010

(H18～22)年度

2011～2015

(H23～27)年度

2016(H28)

年度以降

（棟）

木造 簡易耐火 中層耐火

0 20 40 60 80 100

1965(S40)年度

以前

1966～1970

(S41～45)年度

1971～1975

(S46～50)年度

1976～1980

(S51～55)年度

1981～1985

(S56～60)年度

1986～1990

(S61～H2)年度

1991～1995

(H3～H7)年度

1996～2000

(H8～12)年度

2001～2005

(H13～17)年度

2006～2010

(H18～22)年度

2011～2015

(H23～27)年度

2016(H28)

年度以降

（戸）

木造 簡易耐火 中層耐火

16 棟 
19.0％ 

27 棟 
32.1％ 

36 戸 
15.3％ 

80 戸 
33.9％ 

46 戸 
19.5％ 

90 戸 
38.1％ 
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■建設年度・構造別棟数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建設年度・構造別戸数 

 

合計 木造 準耐火 簡易耐火 中層耐火

7 6 1

(8.3%) (7.1%) (1.2%)

27 6 21

(32.1%) (7.1%) (25.0%)

3 1 2

(3.6%) (1.2%) (2.4%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

2 2

(2.4%) (2.4%)

8 5 3

(9.5%) (6.0%) (3.6%)

5 5

(6.0%) (6.0%)

5 5

(6.0%) (6.0%)

1 1

(1.2%) (1.2%)

10 10

(11.9%) (11.9%)

16 16

(19.0%) (19.0%)

84 54 24 6

(100.0%) (64.3%) (28.6%) (7.1%)
計

1965(S40)年度

以前

1966～1970

(S41～45)年度

1971～1975

(S46～50)年度

1976～1980

(S51～55)年度

1981～1985

(S56～60)年度

1986～1990

(S61～H2)年度

1991～1995

(H3～H7)年度

1996～2000

(H8～12)年度

2001～2005

(H13～17)年度

2006～2010

(H18～22)年度

2011～2015

(H23～27)年度

2016(H28)年度

以降

合計 木造 準耐火 簡易耐火 中層耐火

10 6 4

(4.2%) (2.5%) (1.7%)

90 10 80

(38.1%) (4.2%) (33.9%)

6 2 4

(2.5%) (0.8%) (1.7%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

24 24

(10.2%) (10.2%)

46 10 36

(19.5%) (4.2%) (15.3%)

5 5

(2.1%) (2.1%)

5 5

(2.1%) (2.1%)

24 24

(10.2%) (10.2%)

10 10

(4.2%) (4.2%)

16 16

(6.8%) (6.8%)

236 64 88 84

(100.0%) (27.1%) (37.3%) (35.6%)
計

1965(S40)年度

以前

1966～1970

(S41～45)年度

1971～1975

(S46～50)年度

1976～1980

(S51～55)年度

1981～1985

(S56～60)年度

1986～1990

(S61～H2)年度

1991～1995

(H3～H7)年度

1996～2000

(H8～12)年度

2001～2005

(H13～17)年度

2006～2010

(H18～22)年度

2011～2015

(H23～27)年度

2016(H28)年度

以降
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② 住戸規模 

・ 30～40 ㎡未満（94 戸、39.8％）が最も多く、次いで多いのは、60～70 ㎡未満（59 戸、

25.0％）である。 

・ 構造別にみると、木造の一部（16 戸、6.7%）と簡易耐火構造（84 戸、35.6%）が、40 ㎡

未満となっている。 

・ 建設年度別にみると、昭和 61（1986）年度以降に供給された住戸は、全て 50 ㎡以上とな

っている。 

 

■構造・規模別戸数     ■建設年度・規模別戸数 

 

0 20 40 60 80 100

30㎡未満

30～40㎡未満

40～50㎡未満

50～60㎡未満

60～70㎡未満

70㎡以上

（戸）

木造 簡易耐火 中層耐火

0 20 40 60 80 100

1965(S40)年度

以前

1966～1970

(S41～45)年度

1971～1975

(S46～50)年度

1976～1980

(S51～55)年度

1981～1985

(S56～60)年度

1986～1990

(S61～H2)年度

1991～1995

(H3～H7)年度

1996～2000

(H8～12)年度

2001～2005

(H13～17)年度

2006～2010

(H18～22)年度

2011～2015

(H23～27)年度

2016(H28)

年度以降

（戸）

30㎡

未満

30～

40㎡

未満

40～

50㎡

未満

50～

60㎡

未満

60～

70㎡

未満

70㎡

以上

6 戸 

94 戸 

2 戸 

50 戸 

59 戸 

25 戸 

10 戸 

90 戸 

6 戸 

24 戸 

46 戸 

5 戸 

5 戸 

24 戸 

10 戸 

16 戸 
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■構造・規模別戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建設年度・規模別戸数 

 

 

合計 木造 簡易耐火 中層耐火

6 6

(2.5%) (2.5%)

94 10 84

(39.8%) (4.2%) (35.6%)

2 2

(0.8%) (0.8%)

50 16 4 30

(21.2%) (6.8%) (1.7%) (12.7%)

59 13 46

(25.0%) (5.5%) (19.5%)

25 17 8

(10.6%) (7.2%) (3.4%)

236 64 88 84

(100.0%) (27.1%) (37.3%) (35.6%)
計

30㎡未満

30～40㎡未満

40～50㎡未満

50～60㎡未満

60～70㎡未満

70㎡以上

合計 30㎡未満
30～40㎡

未満

40～50㎡
未満

50～60㎡
未満

60～70㎡
未満

70㎡以上

未満
10 6 4

(4.2%) (2.5%) (1.7%)

90 90

(38.1%) (38.1%)

6 2 4

(2.5%) (0.8%) (1.7%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

24 8 16

(10.2%) (3.4%) (6.8%)

46 4 31 11

(19.5%) (1.7%) (13.1%) (4.7%)

5 5

(2.1%) (2.1%)

5 5

(2.1%) (2.1%)

24 18 6

(10.2%) (7.6%) (2.5%)

10 6 4

(4.2%) (2.5%) (1.7%)

16 16

(6.8%) (6.8%)

236 6 94 2 50 59 25

(100.0%) (2.5%) (39.8%) (0.8%) (21.2%) (25.0%) (10.6%)
計

1965(S40)年度

以前

1966～1970

(S41～45)年度

1971～1975

(S46～50)年度

1976～1980

(S51～55)年度

1981～1985

(S56～60)年度

1986～1990

(S61～H2)年度

1991～1995

(H3～H7)年度

1996～2000

(H8～12)年度

2001～2005

(H13～17)年度

2006～2010

(H18～22)年度

2011(H23)年度

以降

2016(H28)

年度以降
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（2） 入居者の状況（令和 2（2020）年 10 月時点） 

① 世帯数、世帯人数 

・ 令和 2（2020）年 10 月時点の公営住宅等への入居世帯数は 209 世帯、政策空き家を除く

221 戸に対する入居率は 94.6%である。 

・ 平均世帯人数は、1.6 人/世帯となっているが、1人（単身）世帯（108 世帯、51.7％）が

最も多く、入居世帯の半数を占める。次いで 2 人世帯（62 世帯、29.7％）、3 人世帯（24

世帯、11.5％）が多い。 

・ 団地別に 1人（単身）世帯をみると、萩ヶ丘地区住宅が 47 世帯と最も多い。 

 

■世帯人数別世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■団地・世帯人数別世帯数 

 

 

1⼈
108

(51.7%)2⼈
62

(29.7%)

3⼈
24

(11.5%)

4⼈
10

(4.8%)

5⼈
4

(1.9%)

6⼈
1

(0.5%)

1人 2人 3人 4人 5人 6人

36 35 14 16 3 2 0 0 63 1
(100.0%) (40.0%) (45.7%) (8.6%) (5.7%) (0.0%) (0.0%)

10 10 5 2 2 0 1 0 20 0
(100.0%) (50.0%) (20.0%) (20.0%) (0.0%) (10.0%) (0.0%)

24 22 11 6 3 2 0 0 40 2
(100.0%) (50.0%) (27.3%) (13.6%) (9.1%) (0.0%) (0.0%)

24 24 11 10 1 1 1 0 43 0
(100.0%) (45.8%) (41.7%) (4.2%) (4.2%) (4.2%) (0.0%)

16 16 8 4 2 2 0 0 30 0
(100.0%) (50.0%) (25.0%) (12.5%) (12.5%) (0.0%) (0.0%)

10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

80 76 47 18 9 1 1 0 119 4
(100.0%) (61.8%) (23.7%) (11.8%) (1.3%) (1.3%) (0.0%)

10 5 4 1 0 0 0 0 6 5
(100.0%) (80.0%) (20.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

10 10 1 2 3 2 1 1 33 0
(100.0%) (10.0%) (20.0%) (30.0%) (20.0%) (10.0%) (10.0%)

5 5 5 0 0 0 0 0 5 0
(100.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

2 2 0 2 0 0 0 0 4 0
(100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

3 2 1 1 0 0 0 0 3 1
(100.0%) (50.0%) (50.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

6 2 1 0 1 0 0 0 4 4
(100.0%) (50.0%) (0.0%) (50.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

236 209 108 62 24 10 4 1 370 27
(100.0%) (51.7%) (29.7%) (11.5%) (4.8%) (1.9%) (0.5%) (1.8人/戸)

種別 団地名又は地区名
管理
戸数

現入居
戸数

世帯人員構成 入居者
数

空き家
戸数

合計

うべ団地

夏井早坂地区

萩ヶ丘地区

川井団地

新川井団地

公
営
住
宅

さいわい団地

侍浜団地

みなと団地

てらさと団地

災
害
公
営
住
宅

久慈湊・大崎地区

元木沢地区

久喜地区

定住促進住宅
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② 世帯の種類 

・ 高齢者世帯※は 75 世帯（35.9%）、うち単身世帯は 60 世帯（28.7%）となっている。 

・ 特に川井団地において高齢者世帯の占める割合が非常に高い（80.0%）。 

・ 障害者のいる世帯は 35 世帯（16.7%）、ひとり親世帯は 35 世帯（16.7%）となっている。 

 

■団地・世帯の種類別世帯数（重複あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢者世帯：65 歳以上の者のみで構成されるほか、又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 

うち単身
世帯

36 8 4 4 2 11 35
(22.9%) (11.4%) (11.4%) (5.7%) (31.4%) (100.0%)

10 1 1 2 2 2 10
(10.0%) (10.0%) (20.0%) (20.0%) (20.0%) (100.0%)

24 7 5 1 6 5 22
(31.8%) (22.7%) (4.5%) (27.3%) (22.7%) (100.0%)

24 9 6 3 8 2 24
(37.5%) (25.0%) (12.5%) (33.3%) (8.3%) (100.0%)

16 8 8 3 2 4 16
(50.0%) (50.0%) (18.8%) (12.5%) (25.0%) (100.0%)

10 0 0 0 0 0 0
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

80 32 28 7 11 9 76
(42.1%) (36.8%) (9.2%) (14.5%) (11.8%) (100.0%)

10 4 3 0 1 0 5
(80.0%) (60.0%) (0.0%) (20.0%) (0.0%) (100.0%)

10 1 0 0 2 1 10
(10.0%) (0.0%) (0.0%) (20.0%) (10.0%) (100.0%)

5 3 3 0 1 0 5
(60.0%) (60.0%) (0.0%) (20.0%) (0.0%) (100.0%)

2 0 0 0 0 0 2
(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

3 1 1 1 0 0 2
(50.0%) (50.0%) (50.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

6 1 1 0 0 1 2
(50.0%) (50.0%) (0.0%) (0.0%) (50.0%) (100.0%)

236 75 60 21 35 35 209
(35.9%) (28.7%) (10.0%) (16.7%) (16.7%) (100.0%)

現入居
戸数

その他高
齢者のい
る世帯

世帯種別

ひとり親
世帯

高齢者

世帯※

障害者の
いる世帯

定住促進住宅

合計

夏井早坂地区

萩ヶ丘地区

川井団地

新川井団地

災
害
公
営
住
宅

久慈湊・大崎地区

元木沢地区

久喜地区

種別 団地名又は地区名
管理
戸数

公
営
住
宅

さいわい団地

侍浜団地

みなと団地

てらさと団地

うべ団地
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100万円未満
166

(79.4%)

100〜200万円
未満
33

(15.8%)

200〜300万円
未満
8

(3.8%)

300〜400万円
未満
2

(1.0%)

③ 居住面積水準への対応 

・ 最低居住面積水準※未満世帯は 11 世帯（5.3％）となっており、そのほとんどは萩ヶ丘地

区住宅の入居世帯である。 

※最低居住面積水準：住生活機補の府に基づき「住生活基本計画（全国計画）に定められた、世帯人数

に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準 

 

■団地別最低居住面積水準への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 世帯の所得（年収）別世帯数 

・ 収入 100 万円未満（166 世帯、79.4％）が最も多く、100～200 万円未満（33 世帯、15.8％）

とあわせると、入居世帯（209 世帯）の 9 割を占める。 

・ 生活保護受給世帯は 28 世帯（13.4％）となっている。 

■世帯年収の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※世帯年収は、令和元年度家賃算定に向けて実施した収入申告（月収）×12 ヵ月で設定

種
別

団地名
又は地区名

管理
戸数

現入居
戸数

最低居住
面積水準
未満世帯

種
別

団地名
又は地区名

管理
戸数

現入居
戸数

最低居住
面積水準
未満世帯

36 35 0 5 5 0
(100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

10 10 0 2 2 0
(100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

24 22 0 3 2 0
(100.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

24 24 1 6 2 0
(100.0%) (4.2%) (100.0%) (0.0%)

16 16 0 236 209 11
(100.0%) (0.0%) (100.0%) (5.3%)

10 0 0
‐ ‐

80 76 10
(100.0%) (13.2%)

10 5 0
(100.0%) (0.0%)

10 10 0
(100.0%) (0.0%)

公
営
住
宅

新川井団地

災
害
公
営
住
宅

久慈湊・大崎
地区

元木沢地区

久喜地区

さいわい団地

侍浜団地

みなと団地

てらさと団地

うべ団地

定住促進住宅

合計

夏井早坂地区

萩ヶ丘地区

川井団地
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（3） 応募、入居の状況 

① 応募状況 

・ 平成 27（2015）～令和 2（2020）年 10 月までの平均応募倍率は、1.5 倍となっている。 

・ 定住促進住宅については、募集に対する応募がない状況となっている。 

 

■団地別募集・応募倍率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 入居の状況 

・ 令和 2（2020）年 10 月時点の空き家（政策空き家を除く）は 12 戸、空き家率は 5.4%と

なっている。 

・ 定住促進住宅（66.7%）、久喜地区（33.3%）において、空き家率が高い状況にある。 

 

■空き家戸数および空き家率 

 

 

 
36 1

(2.8%)

10 0

(0.0%)

24 2

(8.3%)

24 0

(0.0%)

16 0

(0.0%)

10 10

‐

80 4

(5.0%)

10 0

(0.0%)

10 0

(0.0%)

種別 団地名又は地区名
管理
戸数

空き家
戸数

公
営
住
宅

さいわい団地

侍浜団地

みなと団地

てらさと団地

うべ団地

夏井早坂地区

（全て政策空き家）

萩ヶ丘地区

川井団地

（5戸政策空き家）

新川井団地

5 0

(0.0%)

2 0

(0.0%)

3 1

(33.3%)

6 4

(66.7%)

221 12

(5.4%)
合計（政策空き家除く）

災
害
公
営
住
宅

久慈湊・大崎地区

元木沢地区

久喜地区

定住促進住宅

種別 団地名又は地区名
管理
戸数

空き家
戸数

募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率

さいわい団地 3 12 4 3 7 2.3 2 5 2.5 4 6 1.5 12 30 2.5

侍浜団地 1 1 1 1 1 1.0

みなと団地 2 7 3.5 2 5 2.5 3 5 1.7 3 2 0.7 10 19 1.9

てらさと団地 1 5 5 1 1 1.0 1 1 1.0 3 7 2.3

うべ団地 1 4 4.0 3 8 2.7 4 12 3.0

萩ヶ丘地区 9 15 1.7 7 6 0.9 7 13 1.9 5 7 1.4 2 5 2.5 3 1 0.3 33 47 1.4

川井団地 3 0 0 3 0 0.0

新川井団地 1 2 2 2 2 1.0 3 3 1.0 2 3 1.5 8 10 1.3

久慈湊・大崎地区 1 2 2.0 1 2 2.0

元木沢地区

久喜地区

定住促進住宅 1 0 0.0 4 0 0.0 5 0 0.0

年間平均倍率 20 42 2.1 13 20 1.5 10 19 1.9 11 18 1.6 10 19 1.9 15 10 0.7 80 128 1.6

2016～2020年度2015年度 2016(H28）年度 2017(H29）年度 2018(H30）年度 2019(R1）年度 2020(R2）年度
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（1）将来的な需要の見込みや上位計画を踏まえた、公営住宅等の管理戸数の適正化 

＜現状＞ 

・ 市の人口は、昭和 55（1980）年の 43,683 人をピークに年々減少し、世帯数も平成 12（2000）

年以降ほぼ横ばい状況にあり、世帯の小規模化が進行している。 

・ 今後の人口減少や老朽化した公共施設等の更新・改修の財源確保等の課題を踏まえて、策

定された公共施設等総合管理計画（平成 27（2015）年策定、計画期間：平成 27（2015）～

令和 26（2044）年度（30 年間））では、公共施設等の統合や廃止により総量縮減目標を 40％

に設定している。 

・ 前計画に基づき、用途廃止に向け入居募集を停止している団地・住戸は 2 団地・15 戸とな

っている。 

・ 災害公営住宅の 3 地区については、耐用年限（木造：30 年）の 1/6（木造：5 年）を経過し

た平成 30（2018）年度以降に有償譲渡する方針で、前計画期間内に元木沢地区住宅の 1 戸

が譲渡された。 

 

＜基本方針＞ 

・ 人口減少の見通しや将来（今後 20 年程度の中長期）の住宅確保要配慮者世帯数の見込み、

上位計画の公共施設等総合管理計画の方針を踏まえ、公営住宅等の管理戸数の適正化を図

る。 

・ 効率的な事業を実施するため、前計画による用途廃止を引継ぐ。 

・ 災害公営住宅については、引き続き住宅の再建状況や要望に応じて譲渡を行う。 

 

（2） ストックの状態を良好に保つための点検・修繕等の実施 

＜現状＞ 

・ 3 階建て以上の公営住宅等は、建築基準法第 12 条に基づく定期報告の対象であり、次回の

報告時期は令和 5（2023）年である。 

・ 公営住宅等は、外装の劣化状況や主要な改善の実施状況を団地毎に取りまとめ、定期的な

更新を行っている。 

・ 公共施設等総合管理計画（平成 27（2015）年）では、公共施設マネジメントシステムで点

検・診断等の結果を蓄積することで、点検・診断等の状況を把握・共有することができる。 

 

＜基本方針＞ 

・ 不具合発生の予兆や内外装・設備の劣化等の状況を把握するため、全ての公営住宅等にお

いて点検を実施する。 

・ 予防保全（不具合が発生する前の対策実施）の観点から、内外装・設備等の劣化状況に応じ

た計画的な修繕を点検結果・診断等に基づき実施する。 

・ ストックを長期間、良好に維持管理していくため、点検・診断等の実施、点検・修繕記録等

の管理・蓄積等を行い、維持管理サイクルの構築を図る。 
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■維持管理サイクル構築のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）ストックの長寿命化およびライフサイクルコストの縮減に向けた改善事業の実施 

＜現状＞ 

・ 前計画期間内に萩ヶ丘地区住宅、さいわい団地において、躯体や外装の長寿命化を図る外

壁外断熱改修、屋根遮熱塗装等の改善事業を実施した。 

・ 法定耐用年限を超え老朽化が進んだ宇部和野平地区住宅、宇部日向地区住宅を非現地に集

約し建替え事業を行い、新たにうべ団地として整備を行った。 

 

＜基本方針＞ 

・ ストックの長寿命化（有効活用）とライフサイクルコスト（LCC）の縮減を図るため、今後

の管理期間や費用対効果（B/C）を考慮した上で、安全性確保・居住性向上・福祉対応・躯

体や設備の長寿命化に資する改善事業を実施する。 

 

点検 

記録 診断 

措置 

・法定点検・法定点検に準ずる点検 

・日常点検 

・前回の点検、診断、

措置の結果を次回点

検へ反映するための

記録・保存の一元化

と蓄積 

・予防保全の観点に基づく計画的な修繕 

・改善事業 

・点検結果や記録の分析、診断 



 

4. 長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

20 

（1） 団地別・住棟別状況 

・ 本計画に位置づける公営住宅等を整理する。 

 

■計画の対象とする公営住宅等の概要 

  
団地名 所在 

建設 
年度 

構造 
棟 
数 

戸 
数 

共用施設 
  

公

営 
住

宅 

さいわい団地 
小久慈町 
34-8 

1989～1991 
（H1～3） 

中層耐火 3 階建 3 36 

児童遊園、集合

駐車場、 
駐輪場、ごみ集

積所、受水槽 

侍浜団地 
侍浜町 
本町 9-53-65 

1992（H4） 木造 2 階建 5 10 
児童遊園、集合

駐車場、 
ごみ集積所 

みなと団地 
湊町 
18-13-4 

1993～1994 
（H5～6） 

中層耐火 3 階建 2 24 

児童遊園、集合

駐車場、 
駐輪場、ごみ集

積所、受水槽 

てらさと団地 
寺里 
30-77 

2009（H21） 中層耐火 3 階建 1 24 

児童遊園、集合

駐車場、 
駐輪場、ごみ集

積所、受水槽 

うべ団地 
宇部町 
5-51-2 

2016～2018 
（H28～30） 

木造平屋建 16 16 
浄化槽 

夏井早坂 
地区住宅 

夏井町早坂 
13-8-2 

1961 
（S36） 

木造平屋建 6 6 － 
簡易耐火平屋建 1 4 

萩ヶ丘地区 
住宅 

天神堂 
34-35-2 

1966～1969 
（S41～44） 

簡易耐火平屋建 21 80 
集合駐車場、ご

み集積所 

川井団地 
山形町川井 
13-48-1 

1967（S42） 木造平屋建 6 10 
－ 

新川井団地 
山形町川井 
10-72-2 

2000～2001 
（H12～13） 

木造平屋建 10 10 
浄化槽、ごみ集

積所 

災

害 
公

営 
住

宅 

久慈湊・大崎 
地区住宅 

湊町 
21-15-15～19 

2013（H25） 木造平屋建 5 5 
 

元木沢地区 
住宅 

長内町 
35-74-6～7 

2013（H25） 木造 2 階建 2 2 
 

久喜地区 
住宅 

宇部町 
20-168-16～18 

2013（H25） 
木造 2 階建 2 2  
木造平屋建 1 1 

定住促進住宅 
山形町川井 
第 10 地割 
1-1,8 

1974～1975 
（S49～50） 

簡易耐火 2 階建 2 4 
 

1973（S48） 木造平屋建 1 2 

合計 84 棟 236 戸  
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（2） 事業手法の選定 

■事業手法の判定フロー 

 

図の出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28 年 8月国土交通省住宅局住宅総合整備課）p.27 
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① 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計 

・ ここでは、将来に渡る公営住宅等の需要見通し（住宅確保要配慮者のボリューム）を「著

しい困窮年収未満の世帯数」の推計により把握し、推計結果と公営住宅等および住宅セ

ーフティネットを補完する民間賃貸住宅のストック量との対応関係を比較、公営住宅等

の中長期的な供給の方向を検討する。 

 

■ 将来の公営住宅等の管理戸数の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計（ストック推計） 

・公営住宅等の需要見通しの検討にあたり、将来（20 年程度の中長期）時点における世帯数

等の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層および裁量階層）の世帯数を推計、そのう

ち自力では、最低居住面積水準を満たすことが著しく困難な年収となる世帯（以下「著しい

困窮年収未満の世帯」という。）を推計する。 

２）「著しい困窮年収未満の世帯」が入居可能な民間賃貸住宅戸数の推計 

・推計により算定される結果は、将来のある時点（目標年次）において全ての借家（公営住宅

等だけでなく民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住する「著しい困窮年収未満の世帯数」を

示すもので、推計結果が将来の公営住宅等ストック量を示すものではない。 

・そこで公営住宅等と同様に、「著しい困窮年収未満の世帯」が入居可能な条件を備え、活用

可能性のある民間賃貸住宅の戸数を推計する。 

３）「著しい困窮年収未満の世帯数」とストック量の比較 

・「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計結果と、「著しい困窮年収未満の世帯」が入居可能な

民間賃貸住宅の戸数（推計）と公営住宅等の戸数の合計（ストック量）を比較し、過不足の

状況を確認する。 

４）将来の公営住宅等の管理戸数の設定 

・上記３）の比較を踏まえ、将来の公営住宅等のストック量の目安を設定する。 
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1）公営住宅等の需要の見通しの推計（ストック推計） 

（ア）ストック推計の概要 

・ 公営住宅の需要見通しの検討にあたり、「著しい困窮年収未満の世帯数」

を「ストック推計」により推計する。 

・ ストック推計には、公営住宅等長寿命化計画策定指針（H28 年８月改定、

国土交通省住宅局住宅総合整備課）とともに公開された「ストック推計プ

ログラム（将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計）※」を活用す

る。 

※国土交通省国土技術政策総合研究所の技術開発によるプログラム 

 

 

 

■ストック推計の流れ（出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28 年 8 月国土交

通省住宅局住宅総合整備課）p.28～31） 
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※収入分位五分位階級別：収入分位Ⅰ～Ⅴ別 
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＜本市における推計条件＞ 

・ ストック推計プログラムにおける推計条件は下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ また推計においては、市域全体の 1998～2003 年の民営借家の 1 畳当たり

家賃（平均）の実績値（住宅・土地統計調査）が必要となるが、旧山形村

（2006 年合併）については統計情報がない。 

・ 2017（平成 29）年の国勢調査結果によれば、旧久慈市の一般世帯数：

12,999 世帯に対し民営借家世帯は 2,646 世帯（20.4%）、旧山形村の一般

世帯数：1,029 世帯に対し民営借家世帯は 30 世帯（2.9%）となってお

り、民営借家世帯全体に対する旧山形村の占める割合は 1.1%に過ぎず、1

畳当たり家賃への影響は著しく低いと考えられる。このことから 1998～

2003 年の 1畳当たり家賃（平均）の実績値は、旧久慈市の値を用いるこ

ととする。 

 

（イ） 推計結果（著しい困窮年収未満の世帯数） 

・ ストック推計プログラムによる各時点（2015 年度央、2020 年度央、2025

年度央、2030 年度央、2035 年度央、2040 年度央）における「著しい困窮

年収未満の世帯数」の推計結果は、以下のとおりである。 

・ 中長期的に「著しい困窮年収未満」の世帯は、減少する推計結果である。 

・ 一方で 1 人（60 歳以上高齢者）世帯数比率の増加が見込まれる。 

  

【推計条件】

１－①.　世帯人員・収入・住宅所有関係別世帯数の推計

　　　　　　　　　　　・「世帯の年間収入階級・世帯人員・住宅の所有の関係別主世帯数の構成比」の推計方法

⇒ を適用

１－②.　年間収入五分位階級の境界値と各収入階級別の世帯の構成割合の推計

　　　　　　　　　　　・「年間収入五分位階級の境界値」の推計方法

⇒ を適用

２－①a.　公営住宅収入基準 本来階層 25%以下

⇒ 裁量階層 25%以上 40% 以下

２－①.　世帯人員・収入階級別の公営住宅収入基準該当世帯の割合の推計

　　　　　　　　　　　・「年間収入五分位階級の境界値」の推計方法

⇒ を適用

２－④.　単身世帯のうち対象とする世帯（世帯主年齢）

⇒ を対象

３－①.　著しい困窮年収未満の世帯（必要年収未満世帯）の割合の推計

　　　　　　　　　　　・「年間収入五分位階級の境界値」の推計方法

⇒ を適用

　　　　　　　　　　　・「民営借家の１㎡当たり家賃」の推計方法

⇒ を適用

Ｂ．対数近似による推計

B．対数近似による推計

Ｂ．対数近似による推計

60歳以上

ａ．「線形近似」による推計値

Ｂ．対数近似による推計
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■世帯人員別 「著しい困窮年収未満の世帯数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 推計結果が市の主世帯総数に占める比率を、次頁の模式図に示す。 

・ 「著しい困窮年収未満の世帯数」は、2040 年度央で主世帯総数 11,230 世

帯に対し 337 世帯（3.4%）を占める。 

  

2015

年度央

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

137 147 153 159 163 163

(24.9%) (28.8%) (32.4%) (36.2%) (40.0%) (43.2%)

172 166 159 150 140 131

(31.2%) (32.6%) (33.6%) (34.2%) (34.5%) (34.9%)

123 101 83 68 55 44

(22.2%) (19.7%) (17.5%) (15.4%) (13.4%) (11.7%)

93 72 55 41 30 21

(16.8%) (14.0%) (11.6%) (9.3%) (7.3%) (5.4%)

19 15 13 10 8 7

(3.5%) (3.0%) (2.7%) (2.3%) (2.1%) (1.8%)

8 9 10 11 11 11

(1.4%) (1.8%) (2.2%) (2.5%) (2.7%) (3.0%)

552 510 474 439 407 377

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1人（60歳以上高齢者）

合計

2人

3人

4人

5人

6人以上

552
510

474
439

407
377

0

100

200

300

400

500

600

2015

年度央

2020

年度央
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）
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年度央

2030
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年度央

（
世

帯
）

1人（60歳以上高齢者） 2人 3人 4人 5人 6人以上

473 

473 
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■参考：主世帯総数に占める「著しい困窮年収未満の世帯」の比率 

  ＜2020 年度央＞      ＜2040 年度央＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）「著しい困窮年収未満の世帯」が入居可能な民間賃貸住宅戸数の推計 

（ア）「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅等（居住世帯あり）   

の戸数の推計（2018 年） 

・ ここでは居住世帯のある民間賃貸住宅のうち、「著しい困窮年収未満の世

帯」が入居可能な「低廉な家賃」かつ「一定の質」の条件を満たす住宅の

戸数・比率を次頁により推計する。 

 

【「低廉な家賃」かつ「一定の質」の条件】 

「低廉な家賃」－入居する世帯人員に応じて、下表に示す面積・家賃であること。 

「一定の質」  －1981 年（S56 年）の新耐震基準で建築された住宅であること。 

■ 家賃設定の考え方 

想定する世帯人員 面積 家賃 
主として単身世帯向けを

想定 
25～29 ㎡以下 

単身世帯の住宅扶助上限額(31,000 円)と 
同程度の家賃：3 万円未満 

主として 2 人世帯向けを

想定 
30～49 ㎡以下 

2 人世帯の住宅扶助限度額(37,000 円)と 
同程度の家賃：3.5 万円未満 

主として 4～5 人世帯 
向けを想定 

50～69 ㎡以下 
3～5 人世帯の住宅扶助上限額(40,000 円)

と同程度の家賃：4 万円未満 

6 人世帯以上を想定 70 ㎡以上 
6 人世帯の住宅扶助上限額（43,000 円）

と同程度の家賃：4.5 万円未満 

主世帯総数：13,400 世帯 

主世帯総数：11,230 世帯 

持ち家：10,301 世帯 
（76.9%） 

持ち家：8,767 世帯 
（78.1%） 

借家： 
3,099 
世帯 

（23.1%） 

借家： 
2,463 
世帯 

（21.9%） 

公営住宅施策対象のうち 
著しい困窮未満の世帯： 
377 世帯（3.4%） 

公営住宅施策対象のうち 
著しい困窮未満の世帯： 
510 世帯（3.8%） 

借家のうち公営住宅 
施策対象：1,568 世帯 
（11.7％） 

借家のうち公営住宅 
施策対象：1,304 世帯 
（11.6％） 



 

 

30 

■居住世帯のある民間賃貸住宅における「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された戸数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■　面積・家賃帯別民営借家数（平成30年度　住宅土地統計調査　第131表）

3万円未満
3万円以上

4万円未満

4万円以上

5万円未満

5万円以上

6万円未満

6万円以上

7万円未満

7万円以上

8万円未満
8万円以上 不詳

3,100 820 770 690 580 100 10 40 80

(100.0%) (26.5%) (24.8%) (22.3%) (18.7%) (3.2%) (0.3%) (1.3%) (2.6%)

330 160 70 30 40 0 0 20 10

(100.0%) (48.5%) (21.2%) (9.1%) (12.1%) (0.0%) (0.0%) (6.1%) (3.0%)

1,120 190 320 330 230 40 0 0 10

(100.0%) (17.0%) (28.6%) (29.5%) (20.5%) (3.6%) (0.0%) (0.0%) (0.9%)

890 200 180 190 270 40 0 10 10

(100.0%) (22.5%) (20.2%) (21.3%) (30.3%) (4.5%) (0.0%) (1.1%) (1.1%)

380 150 110 40 30 20 10 10 10

(100.0%) (39.5%) (28.9%) (10.5%) (7.9%) (5.3%) (2.6%) (2.6%) (2.6%)

250 80 70 70 10 0 0 10 20

(100.0%) (32.0%) (28.0%) (28.0%) (4.0%) (0.0%) (0.0%) (4.0%) (8.0%)

130 40 20 30 10 0 0 0 30

(100.0%) (30.8%) (15.4%) (23.1%) (7.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (23.1%)

■　借家の面積区分別世帯数 ■　低廉な民営借家の

　　（岩手県　※1、※2） 　　　家賃設定
主世帯数 比率

5,300 19.7% 1人 31,000

10,000 37.2% 2人 37,000
11,600 43.1% 3～5人 40,000
26,900 100.0% 6人以上 43,000

■　面積帯、家賃帯別民営借家

　　（※29㎡未満の戸数を岩手県の借家の面積区分別世帯数により按分、

　　　世帯人数に応じた『低廉な家賃』の民営借家に対応した部分を着色）

3万円未満
3万円以上

4万円未満

4万円以上

5万円未満

5万円以上

6万円未満

6万円以上

7万円未満

7万円以上

8万円未満

8万円以上

9万円未満
不詳

3,100 820 770 690 580 100 10 40 80

(100.0%) (26.5%) (24.8%) (22.3%) (18.7%) (3.2%) (0.3%) (1.3%) (2.6%)

65 32 14 6 8 0 0 4 2

(2.1%) (1.0%) (0.4%) (0.2%) (0.3%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.1%)

123 59 26 11 15 0 0 7 4

(4.0%) (1.9%) (0.8%) (0.4%) (0.5%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.1%)

142 69 30 13 17 0 0 9 4

(4.6%) (2.2%) (1.0%) (0.4%) (0.6%) (0.0%) (0.0%) (0.3%) (0.1%)

1,120 190 320 330 230 40 0 0 10

(36.1%) (6.1%) (10.3%) (10.6%) (7.4%) (1.3%) (0.0%) (0.0%) (0.3%)

890 200 180 190 270 40 0 10 10

(28.7%) (6.5%) (5.8%) (6.1%) (8.7%) (1.3%) (0.0%) (0.3%) (0.3%)

380 150 110 40 30 20 10 10 10

(12.3%) (4.8%) (3.5%) (1.3%) (1.0%) (0.6%) (0.3%) (0.3%) (0.3%)

250 80 70 70 10 0 0 10 20

(8.1%) (2.6%) (2.3%) (2.3%) (0.3%) (0.0%) (0.0%) (0.3%) (0.6%)

130 40 20 30 10 0 0 0 30

(4.2%) (1.3%) (0.6%) (1.0%) (0.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (1.0%)

■　S56以降比率（平成30年度

住宅土地統計調査　第6‐2表）
3,130

2,040

65.2%

4万円未満

150㎡以上

18㎡未満

150㎡以

上

30～49㎡

18～25㎡

民営借家
総数

25～29㎡

70～99㎡

100～

149㎡

50～69㎡

18㎡未満

１か月当たり家賃

民営借家総数
S56以降の民営借家

比率

総数

民営借家
総数

１か月当たり家賃

29㎡以下

30～49㎡

50～69㎡

70～99㎡

100～149

㎡

4.5万円未満

算入範囲

18～24㎡

住宅扶助上限額

25～29㎡

計

総数

3万円未満

3.5万円未満

※1：H30住調 第84‐2表（岩手県）

※2：「借家」と「民営借家」では面積区分別比率は異なる

が、「民営借家」の29㎡以下を区分したデータはないた

め、借家の比率を準用する。（面積の狭い住宅は、借家

＝民営借家で概ね一致すると思われる）

※統計上の数値処理の

関係で合計値があわ

ない部分がある 
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・ 上記により、「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅

等（居住世帯のあり）の推計結果は、874 戸（居住世帯のある民間賃貸住

宅総数に対して 28%）となる。 

「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅（居住世帯あ

り）＝874 戸 

 

（イ）「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅等（空き家）の戸数の

推計（2018 年） 

・ 2018 年の住宅土地統計調査によると、市内の空き家（賃貸用の住宅）は

1,050 戸ある。 

・ 空き家（賃貸用の住宅）のうち「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保さ

れた住宅の割合が、上記と同程度（28%）と仮定した場合、空き家（賃貸

用の住宅）のうち「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された住宅の推

計は、294 戸となる。 

「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅（空き家） 

＝294 戸 

 

（ウ）「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅のうち、活用可能性の

ある戸数の推計（2018 年・2040 年） 

・ 単身高齢者や障害者等の入居に対し、拒否感のある大家の割合は約 7 割

（H26 年民間調査）とされ、拒否感のない大家の割合約 3割のうち 8割が

著しい困窮年収未満世帯の入居に協力するものと想定する※と、活用可能

性のある民間賃貸住宅の戸数は、（ア）と（イ）の合計の 30％×80％≒

25％であると試算される。（※参考：賃貸住宅供給促進計画の検討・策定

の手引き（H29 年 10 月 国土交通省住宅局住宅総合整備課 p.14） 

「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅のうち、活用

の可能性のある戸数（2018 年）＝（874 戸＋294 戸）×25%=292 戸 

■　民営借家総数のうち、『低廉な家賃』かつ『一定の質』に該当する戸数

　（世帯人数に応じた『低廉な家賃』の民営借家数に、昭和56年度以降に建設された民営借家の比率を乗じて算出

左の色の欄はさらに0.5を乗じ、半分を算出）

3万円未満
3万円以上

4万円未満

4万円以上

5万円未満

25～29㎡ 45 45

30～49㎡ 124 105 229

50～69㎡ 130 117 247

70～99㎡ 98 72 13 183

100～149㎡ 52 46 23 121

150㎡以上 26 13 10 49

合計 874

活用可能な

民営借家の

割合※

１か月当たり家賃
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・ 2020 年の市の人口推計値（32,416 人）に対する 2040 年の推計値（24,390

人）の比率は 75.2%（国立社会保障人口問題研究所による将来人口推計）

であり、これと概ね同様の比率で、上記の戸数が減少すると想定し、2040

年における活用可能性のある民間賃貸住宅の戸数を算出する。 

「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅のうち、活用

の可能性のある戸数（2040 年）＝292 戸×75.2%=220 戸 

 

    ＜参考＞ 

・ 「久慈市人口ビジョン」（平成 27（2015）年）における、2020 年の将来世

帯数推計値：14,283 世帯に対する 2040 年の将来世帯数推計値：12,865 世

帯の割合は、90.1%であり、これに基づけば上記の戸数は、＝292 戸×

90.1%=263 戸となる。 

 

3）「著しい困窮年収未満の世帯数」とストック量の比較 

・ 「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計結果の推移と、「低廉な家賃」かつ「一定の

質」を有し、活用可能性のある民間賃貸住宅の戸数（推計）および公営住宅等の戸数の

合計（ストック量）の推移を下表に示す。（民間賃貸住宅は、14 戸／5 年の割合で減少

すると想定する。） 

・ 「著しい困窮年収未満の世帯数」とストック量を比較すると、2020 年時点では需要が

ストック量を若干上回る状況にあるが、将来的にはストック量が需要を大きく上回り、

著しい困窮年収未満世帯に対して「低廉な家賃」かつ「一定の質」を有し、活用可能性

のある民間賃貸住宅を最大限に活用することができれば、2040 年の公営住宅等の管理

戸数の目安は、157 戸程度（79 戸減、236 戸に対して 33%減）となる。 

■「著しい困窮年収未満の世帯数」の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

高齢単身 137 147 153 159 163 163

その他世帯 414 363 320 280 244 214

計 552 510 474 439 407 377

高齢単身 0 0 0 0 0 0

高齢夫婦のみ 0 0 0 0 0 0

子育て世帯 0 0 0 0 0 0

その他世帯 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

552 510 474 439 407 377

著しい困窮年収未満の世帯数

著しい困窮年収未満の世帯数の合
計

収入分位25％

未満
【本来階層】

収入分位25％

以上40％未満

【裁量階層】

551 473 

551 473 
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■公営住宅等と「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅のストック量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）将来の公営住宅等の管理戸数の設定 

・ ③で算出した 2040 年の公営住宅等の管理戸数の目安を踏まえ、以下の考え方により、

本計画の計画期間（10 年間）が終了する 2030 年頃の管理戸数の目安を設定する。 

・ 2020 年度の公営住宅等の管理戸数   ：236 戸 

・ 2040 年度の公営住宅等の管理戸数の目安（最小） ：157 戸程度 

        （79 戸減） 

 

■計画期間における公営住宅等の管理戸数の目安 

＝236-79／2＝236-40 

＝196 戸（40 戸減、236 戸に対して 17%減） 

・ なお「低廉な家賃」かつ「一定の質」が確保された民間賃貸住宅の活用を実現するため

には、これらの民間賃貸住宅への「著しい困窮年収未満の世帯数」の受け入れを進める

ための的確な居住支援施策の推進が重要となる。 

・ また必要に応じて、民間賃貸住宅の改修支援等の検討も必要となる。 

-22 41 60 
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② 1 次判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 1 次判定では、以下の 2段階の検討から各団地・住棟の事業手法を仮設定する。 

 ②－1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

 ②－2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

 

②－1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

・ 団地敷地の現在の社会的特性を踏まえた管理方針を判定するための項目

は、団地の「立地」「効率性」「需要」とする。具体的な評価要素は次頁の

とおりである。 

・ 評価項目において、一つでも活用に適さないものがある場合には「継続管

理について判断を留保する団地」とし、それ以外は「継続管理する団地」

とする。 

・ なお、全ての団地が市有地に立地するため、土地の所有状況は評価要素と

しない。 

図の出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28年 8月国土交通省住宅局住宅総合整備課）p.27

を加工 
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■社会的特性に係る評価項目等の一覧 

評価項目 評価要素 評価基準 

ⅰ）立地 

 

-1 災害危険

区 域 等

の内外 

・土砂災害、浸水被害の恐れがないかを、

以下の 3 つから評価 
・河川による浸水想定：0.5m 以上 
・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警

戒区域指定等有 
・津波浸水想定：0.5m 以上 

○：左に該当しない 

×：左のいずれかに該当→継続管理

について判断を留保する団地

（優先的な建替、又は優先的な

用途廃止） 

-3 利便性 
・用途地域指定の内外、用途地域の指定が

ない場合には、公共交通からの距離によ

り利便性を評価 

○：都市計画区域内かつ用途地域指定

あり 

△：都市計画区域内かつ用途地域指定

なし、または都市計画区域外かつ

バス停から 300m 以内 

×：上記以外→継続管理について判

断を留保する団地 

ⅱ）効率性 -4 敷地規模 
・法定建替要件の適合性（敷地規模）から、

将来の建替え時の戸数確保・維持管理の

効率性を評価 

○：0.1ha（1,000 ㎡）以上 
×：0.1ha（1,000 ㎡）未満→継続管理

について判断を留保する団地 

ⅲ）需要 -5 空き家率 
・空き家率（政策空き家含めず）から、当

該団地の需要を評価 

○：20％未満 
×：20％以上→継続管理について判

断を留保する団地 

 -6 応募倍率 ・応募倍率から、当該団地の需要を評価 
○：1 倍以上 
×：1 倍未満→継続管理について判断

を留保する団地 

※ 全てにおいて×がない場合：継続管理する団地とする。 

 

②－2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

・ 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性や可能性を判定するための評

価項目は、「ⅰ）躯体・避難の安全性に係る改善の必要性」、「ⅱ）居住性

に係る改善の必要性」、「ⅲ）躯体・避難の安全性に係る改善の可能性」と

する。具体的な評価要素は次頁のとおりである。 

・ 入居者の生命の安全性等に直ちに係る「ⅰ）躯体・避難の安全性に係る改

善の必要性」の評価において、改善が必要な場合には「優先的な対応が必

要」とし、続けて「ⅲ）躯体・避難の安全性に係る改善の可能性」に関す

る評価を行う。 

・ ⅰ）の評価において、改善が不要な場合には、「ⅱ）住戸の居住性に係る

改善の必要性」に関する評価を行う。 

・ 評価に基づき、各住棟を「改善不要」「改善が必要」「優先的な対応が必要

（改善可能）」「優先的な対応が必要（改善不可能）」の 4 区分に分類す

る。 
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■住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性の評価項目 

評価項目 評価要素 評価基準 

ⅰ）躯体・

避難の安

全性に係

る改善の

必要性 

-1 耐震性 
・建設年度および耐震診断の結

果により、耐震性の有無を評

価。 

◎：耐震診断の結果、耐震性あり→ⅱ）へ 
○：1981 年以降に建設※1→ⅱ）へ 
×：1980 年以前に建設※1→ⅲ）へ 

-2 2 方向避難 

・平面図・現地確認により、中層・

高層住棟（3 階建て以上の住

棟）について、二方向避難確保

の状況を評価 

○：問題なし→ⅱ）へ 
×：問題あり→ⅲ）へ 
－：非該当 

ⅱ）住戸

の居住性

に係る改

善の必要

性 

-3 設備 

浴

室 
・平面図等により、現代的な生活

を送るための設備水準の達成

状況を評価 

○：浴室、浴槽あり→改善不要 
△：浴室あり・浴槽なし→改善必要 
×：浴室なし→改善必要 

給

湯 

〇：3 点給湯あり→改善不要 
△：バランス釜あり→改善必要 
×：給湯設備なし→改善必要 

便

所 
○：水洗→改善不要 
×：汲み取り→改善必要 

-4 福祉対応 

・建設年度、住戸内の福祉対応改

善実施状況により、住戸内の

福祉対応状況を評価 
・エレベーターの有無（3 階建て

以上）により共用部分の福祉

対応状況を評価 

○：1996 年度※2 以降に建設（または住戸内

の総合的な福祉対応改善を実施済み）、

かつ 3 階建て以上でエレベーターあり

（または 2 階建て以下）→改善不要 
×：上記以外→改善必要 

ⅲ）躯体・

避難の安

全性に係

る改善の

可能性 

-5 耐震改修の

可能性 
・建設年度より、安全性を確保す

るための改修可能性を評価。 

○：可能性あり→優先的な対応が必要（改善

可能） 
×：困難→優先的な対応が必要（改善不可能） 

-6 2 方向避難

確 保 改 善

の可能性 

○：可能性あり→優先的な対応が必要（改善

可能） 
×：困難※3→優先的な対応が必要（改善不可

能） 
※1：S56 年（1981 年）より前に建設された住棟（建築基準法施行令（新耐震基準）に基づかない）は、×と評価

する。 
※2：H8 年（1996 年）より前に建設が開始された団地（長寿社会対応住宅設計マニュアル（H7 年（1995 年 6 月））

に基づかない）は、×と評価する。 
※3：既に供与期間が耐用年限の 2 倍を超過する、あるいは計画期間内（～令和 22（2030）年度）に供与期間が

耐用年限の 2 倍を超過する木造・簡易耐火構造の住棟で耐震性のないものについては、合理的な改善の実施

は困難であると判断し、×と評価する。 
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②－3 1 次判定の結果 

・ ②－1 および②－2 に基づく 1 次判定（住棟の現在の物理的特性による改

善の必要性・可能性）の結果を下表に示す。 

・ あわせて各評価基準に対する結果を次頁に示す。 

 

■1 次判定の結果（団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の

仮設定） 

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応（耐震改修、二方向避難確保）が必要 

改善可能 改善不可能 

継
続
管
理
す
る
団
地
（
122
戸
） 

維持管理 

 

うべ団地（2016～2018 年

度建設：16 戸） 

改善又は建替 

 

さいわい団地（1989～
1991 年度建設：36 戸） 

侍浜団地（1992 年度建

設：10 戸） 

萩ヶ丘地区住宅（1966
～1969年度建設：60戸） 

優先的な改善 
又は優先的な建替え 

 

優先的な建替え 

 

 

継
続
管
理
に
つ
い
て
判
断
を
保
留
す
る
団
地
（
114
戸
） 

空
き
家
率
20
％
未
満 

維持管理 
又は用途廃止 

 
 

てらさと団地（2009
年度建設：24 戸） 

久慈湊・大崎地区住

宅（2013 年度建設：

5 戸） 

元 木 沢 地 区 住 宅

（2013 年度建設：2
戸） 
久喜地区住宅（2013
年度建設：3 戸） 

改善、建替、 
又は用途廃止 

 
 

萩ヶ丘地区住宅（1966
～1969年度建設：20戸） 

川井団地（1967 年度建

設：10 戸） 

みなと団地（ 1993 ～

1994 年度建設：24 戸） 

新川井団地（ 2000 ～

2001 年度建設：10 戸） 

優先的な改善、 
優先的な建替、 

又は優先的な用途廃止 

 

 

優先的な建替、 
又は優先的な用途廃止 

 
 
 

空
き
家
率
20
％
以
上 

  定住促進住宅（1973～
1975 年度建設：6 戸） 

夏井早坂地区住宅（1961
年度建設：10 戸、全て政

策空き家） 

 

 

 

  

Ａグループ 

Ｂグループ 
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■1 次判定の結果（団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の

仮設定） 
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③ 2 次判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 2 次判定では、1 次判定で A グループに判定された団地は、建替をした場合と改善をした

場合の LCC を比較し、優位な事業手法を仮設定する。 

・ また 1 次判定で B グループに判定された団地については、将来のストック量を踏まえた

事業手法を仮設定する。 

 

③-1 A グループ：建替と改善の LCC 比較に基づく事業手法の仮設定 

（ア）建替えと改善の LCC 比較の考え方 

・ 建替事業と改善事業の LCC の比較を行うために、算定プログラム内のシー

ト「留意事項」で示されている方法（下記参照）に準じて建替事業と改善

事業（全面的改善事業）の LCC を試算、比較する。 

 

■建替事業の可否を判断するための改善事業との LCC 比較について 

 

  

する。 

図の出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28 年 8 月国土交通省住宅局住宅総合整備課）p.27

を加工 
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出典：「ライフサイクルコスト算定プログラム」のシート「留意事項」より抜粋。 

 

（イ）建替事業と全面的改善事業の LCC 算定の条件設定 

・ 建替事業と全面的改善事業の LCC 算定のための条件は、下表のとおりとす

る。（代表的な 1 棟のみを示す。） 

 

■LCC 算定・比較のための条件設定（さいわい団地、中層耐火構造） 

 建替事業 改善事業 

事業の設定 
・同戸数の中層耐火構造（片廊下型）に建替

え 
・全面的改善事業 

事業の 
実施時期 

評価時点：令和 2（2020）年度 評価時点：令和 2（2020）年度 

評価期間 評価時点から 70 年間 

評価時点の経過年数＋30 年間※ 

（ただし、上記の年数が 70 年間に満たない

場合は、70 年間とする。） 
※全面的改善事業実施後、30 年間管理し続け

ることが事業要件となっているため。 

建設費 

18,850 千円／戸 
 

※R2（2020）年度の標準建設費のうち主体附

帯工事費（中層耐火構造地上階数 3 階・豪

雪地区・地域 3）） 

9,840 千円／戸（3 号棟 H3（1991）年

度） 
※標準建設費のうち主体附帯工事費（中層耐

火構造 3 階（第一種、多雪寒冷地区）） 

改善費 
0 千円／戸 

※将来の長寿命型改善事業は実施せず、計画

修繕での対応を想定 

8,000 千円／戸 
※既往調査等を元に設定 
 

住棟除却費 1,000 千円／戸 同左 

 

2020 年
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■LCC 算定・比較のための条件設定（侍浜団地、木造（２階建）） 

 建替事業 改善事業 

事業の設定 ・同戸数の木造（2 階建）に建替え ・全面的改善事業 
事業の 
実施時期 

評価時点：令和 2（2020）年度 評価時点：令和 2（2020）年度 

評価期間 評価時点から 30 年間 
評価時点の経過年数＋30 年間※ 

※全面的改善事業実施後、30 年間管理し続

けることが事業要件となっているため。 

建設費 

15,530 千円／戸 
 

※R2（2020）年度の標準建設費のうち主体附

帯工事費（木造 2 階建・豪雪地区・地域 3）） 

9,090 千円／戸（H4（1992）年度） 
 

※標準建設費のうち主体附帯工事費（木造 2
階建（第一種、多雪寒冷地区）） 

改善費 

0 千円／戸 
 
※将来の長寿命型改善事業は実施せず、計画

修繕での対応を想定 

8,000 千円／戸 
 

※既往調査等を元に設定 
 

住棟除却費 1,000 千円／戸 同左 

■LCC 算定・比較のための条件設定（萩ヶ丘地区住宅、簡易耐火平屋） 

 建替事業 改善事業 

事業の設定 ・同戸数の木造（平屋）に建替え ・全面的改善事業 
事業の 
実施時期 

評価時点：令和 2（2020）年度 評価時点：令和 2（2020）年度 

評価期間 評価時点から 30 年間 
評価時点の経過年数＋30 年間※ 

※全面的改善事業実施後、30 年間管理し続

けることが事業要件となっているため。 

建設費 

17,650 千円／戸 
 

※R2（2020）年度の標準建設費のうち主体附

帯工事費（木造 2 階建・豪雪地区・地域 3）） 

796 千円／戸（S44（1969）年度） 
 

※標準建設費のうち主体附帯工事費（簡易耐

火平屋建（第一種、多雪寒冷地区）） 

改善費 
0 千円／戸 

※将来の長寿命型改善事業は実施せず、計画

修繕での対応を想定 

8,000 千円／戸 
※既往調査等を元に設定 
 

住棟除却費 1,000 千円／戸 同左 

（ウ）建替事業と全面的改善事業との LCC の試算および比較 

・ A グループの住棟について、建替事業と全面的改善事業の LCC を試算した

結果を下表に示す。LCC 試算・比較の結果は、建替事業より全面的改善事

業が有利となった。 

・ よって、これらの住棟の事業手法は、「優先的な改善」と仮設定する。 

■LCC の試算・比較例 

 諸元 建替事業 全面的改善事業 

 
住棟 
番号 

戸数 
（戸） 

構造 
建設 
年度 

経過 
年数

（年） 

LCC 
（円／戸・

年） 
構造 

建設 
年度 

経過 
年数

（年） 

LCC 
（円／戸・

年） 

さいわい

団地 
3 12 

中層耐火 
構造 3 階建 

R2 0 333,944 
中層耐火 

構造 3 階建 
H3 29 309,751 

侍浜団地 1 1 
木造 

（2 階建） 
R2  0 610,321 

木造 
（2 階建） 

H4  28 345,239 

萩ヶ丘 
地区住宅 

－ 1 
木造 

（平屋建） 
R2  0 692,233 

簡易耐火 
構造 

（平屋建） 
S44  51 181,885 
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③－2 Ｂグループ：ストック推計結果を踏まえた事業手法の仮設定 

・ ①の推計結果に基づき、公営住宅等の管理戸数の減少を行うことを前提と

して、1 次判定において B グループと判定された団地の除却の優先順位を

検討し、事業手法の仮設定を行う。 

・ 2040 年までの中長期に、計画期間内の公営住宅等の目標管理戸数（236 戸

から 40 戸減）を踏まえ、B グループの住棟を建設年度の古い団地から除

却すると仮定した場合、2030 年度までに除却対象となる団地は、夏井早

坂地区住宅 10 戸、萩ヶ丘地区住宅の一部 20 戸、川井団地 10 戸の合計 40

戸である。 

 

■ストック推計結果を踏まえた事業手法の仮設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

著しい困窮年収未満の世帯数の合計 510 474 439 407 377

ストック合計 528 484 459 415 366

市営住宅 236 206 196 166 146

122 122 122 122 122

団地名 建設年度 戸数 114 84 74 44 24

公営住宅 夏井早坂地区住宅 1961（S36） 10 10 0 0 0 0

公営住宅 萩ヶ丘地区住宅（一部） 1966～1969（S41～44） 20 20 0 0 0 0

公営住宅 川井団地 1967（S42） 10 10 10 0 0 0

定住促進住宅 定住促進住宅 1973～1975（S48～50） 6 6 6 6 0 0

公営住宅 みなと団地 1993～1994（H5～6） 24 24 24 24 0 0

公営住宅 新川井団地 2000～2001（H12～13） 10 10 10 10 10 0

公営住宅 てらさと団地 2009（H21） 24 24 24 24 24 24

災害公営住宅 久慈湊・大崎地区住宅 2013（H25） 5 5 5 5 5 0

災害公営住宅 元木沢地区住宅 2013（H25） 2 2 2 2 2 0

災害公営住宅 久喜地区住宅 2013（H25） 3 3 3 3 3 0

民間賃貸住宅 292 278 263 249 220

Aグループ

Bグループ
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③－3 2 次判定の結果 

・ 1・2 次判定を踏まえた団地・住棟の中長期的な事業手法の仮設定の結果

を次頁に示す。 

■1・2 次判定の結果（団地・住棟の中長期的な事業手法の仮設定） 

 

 
改善不要 改善が必要 

優先的な対応が 

必要（改善可能） 

優先的な対応が 

必要(改善不可能) 

継
続
管
理
す
る
団
地 

維持管理 改善 建替え 優先的な改善 優先的な建替え 優先的な建替え 

うべ団地（2016
～2018 年度建

設：16 戸） 

さ い わ い 団 地

（1989～1991 年

度建設：36 戸） 

侍浜団地（1992
年度建設：10 戸） 
 
萩ヶ丘地区住宅

（1966～1969 年

度建設：60 戸） 

－ － － － 

計：16 戸 計：46 戸    計：60 戸 

 当面維持管理 改善し当面 
維持管理 

用途廃止 優先的に改善し

当面維持管理 
優先的な 
用途廃止 

優先的な 
用途廃止 

当
面
管
理
す
る
団
地
（
建
替
を
前
提
と
し
な
い
） 

て ら さ と 団 地

（ 2009 年 度 建

設：24 戸） 

久慈湊・大崎地区

住宅（2013 年度

建設：5 戸） 

元木沢地区住宅

（ 2013 年 度 建

設：2 戸） 

久 喜 地 区 住 宅

（ 2013 年 度 建

設：3 戸） 

みなと団地（1993
～ 1994 年 度 建

設：24 戸） 

新川井団地（2000
～ 2001 年 度 建

設：10 戸） 

萩ヶ丘地区住宅

（1966～1969 年

度建設：20 戸） 

川井団地（1967
年度建設：10 戸） 

定 住 促 進 住 宅

（1973～1975 年

度建設：6 戸） 

 

－ 

夏井早坂地区住

宅（1961 年度建

設：10 戸） 

 

 計：34 戸 計：34 戸 計：30 戸 計：6 戸 計：0 戸 計：10 戸 
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④ 3 次判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

・ ここでは 1・2 次判定結果において仮設定した事業手法について、効率的

な事業実施や、地域ニーズへの対応等の観点から、各団地固有の状況を鑑

みて、計画期間における事業手法を決定する。 

 

（ア）効率的な事業実施を考慮した判定の見直し 

● 萩ヶ丘地区住宅（60 戸：改善、20 戸：用途廃止（除却）→66 戸：改善、14 戸：

用途廃止（除却）） 

● 定住促進住宅（6 戸：優先的に改善し当面維持管理→6 戸：用途廃止（除却）） 

・ 萩ヶ丘地区住宅については、現在、空き家がないことを踏まえると、計画

期間内の 20 戸の用途廃止（除却）や建替えは困難と考えられる。 

・ このことから、2 次判定において「優先的に改善し当面維持管理」と判定

した定住促進住宅（1973～1975 年度建設：6 戸、空き家 4 戸）の判定を

「用途廃止（除却）」に見直すとともに、計画期間内の萩ヶ丘地区住宅の

用途廃止（除却）戸数を 20 戸から 14 戸に変更する。 

 

（イ）被災世帯のニーズへの対応に係る検討 

・ 災害公営住宅の 3 地区については、計画期間内は「維持管理」とするが、

長寿命化に関する基本方針や入居世帯の再建状況に応じて用途廃止（譲

渡）を行う方針とする。 

 

図の出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）（平成 28年 8月国土交通省住宅局住宅総合整備課）p.27

を加工 
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④-2 事業費の試算および事業実施時期の調整・検討に基づく長期的な管理の見通し（約

30 年間）と、計画期間における事業手法の決定 

・ 各事業の主要な内容・費用を仮設定し、事業量の平準化検討を行い、事業

費の試算・平準化を検討する。 

・ 具体的に想定する事業は以下のとおりである。 

＜改善＞ 

・ 外壁・屋根改善 

・ 三点給湯（又は二点給湯＋瞬間湯沸かし器） 

・ 簡易耐火構造平屋建の居住性向上、福祉対応、安全性確保、長寿

命化のための改善 

＜修繕＞ 

・ 外壁・屋根修繕 

・ 事業実施時期の調整・検討により、2021～2040 年度の 20 年間、事業費の

概算は、約 1.3～2.9 億円／5 年程度となる。（外壁・屋根の計画修繕以外

の修繕は含まない。） 

・ 次頁以降には、計画期間内の公営住宅等ストックの事業手法別戸数と長期

的な管理の見通し（約 30 年間）を示す。 

 

■ 公営住宅ストック総合改善事業の対象項目の例 

改善部位 
改善の 
方向性 

1：住戸改善 2：共用部分改善 3：外構改善 

A：居住性確保 ・間取りの改修 

・給湯設備の設置 

・電気容量のアップ 

・外壁・最上階の天井等の断熱 

・開口部のアルミサッシ化 等 

・給水方式の変更 

・断熱化対応 

等 

・雨水貯留施設の設置 

・集会所の整備・増改築 

・児童遊園の整備 

・排水処理施設の整備 等 

B：福祉対応 ・住戸内部の段差解消 

・浴室、便所等への手すりの設置 

・浴槽、便器の高齢者対応 

・高齢者対応建具 

・流し台、洗面台更新 等 

・廊下、階段の手すり設置 

・中層 EV の設置・機能向上 

・段差の解消 

・視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸの設置 

等 

・屋外階段の手すりの設置 

・屋外通路等の幅員確保 

・スロープの設置 

・電線の地中化 

等 

C：安全性確保 
 

・台所壁の不燃化 

・避難経路の確保 

・住宅用火災警報器等の設置 

・アスベストの除去等 

・ピッキングが困難な構造の玄関

扉の錠、補助錠の設置、破壊が

困難なガラスへの取り替え、防

犯上有効な箇所への面格子等

の防犯建物部品の設置 

等 

・耐震改修 

・外壁落下防止改修 

・バルコニー手すりのアルミ化 

・防火区画 

・避難設備の設置 

・アスベストの除去等 

・EV の防犯カメラ設置 

・地震時管制運転装置等の設置 

等 

・屋外消火栓設置 

・避難経路となる屋外通路

等の整備 

・屋外通路等の照明設備の

照度確保 

・ガス管の耐震性・耐食性向

上 

・防犯上有効な塀、柵、垣、

植栽の設置    等 

D：長寿命化 ・浴室の防水性向上に資する工事 

・内壁の断熱性向上・耐久性向上

に資する工事 

・配管の耐久性向上に資する工事 

等 

・躯体・屋上・外壁・配管の耐久

性向上 

・避難施設の耐久性向上 

等 

・配管の耐久性・耐食性向上

に資する工事  等 
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■事業量と事業費の検討結果（5 年単位、次期以降の建替えを含めず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各事業の戸当たり費用の設定 

事業の概要 戸当たり費用 

外壁（外断熱改修）・屋根改善（RC 造） 3,800 千円／戸 

外壁・屋根修繕（RC 造） 2,000 千円／戸 

三点給湯改善 1,500 千円／戸 

外壁・屋根改善(木造） 4,000 千円／戸 

簡易耐火構造平屋建の改善 12,000 千円／戸 

除却 1,500 千円／戸 

 

■計画期間内の公営住宅等ストックの事業手法別戸数表（単位：戸） 

 1~5 年目 6~10 年目 合計 
公営住宅等管理戸数 236 226 196 
 新規整備事業予定戸数 0 0 0 
 維持管理予定戸数 226 196 196 
  うち計画修繕対応戸数 － － 170 
  うち改善事業予定戸数 44 30 74 
   個別改善事業予定戸数 44 30 74 
   全面的改善事業予定戸数 0 0 0 
  うちその他戸数 － － 26 
 建替事業予定戸数 0 0 0 
 用途廃止予定戸数 10 30 40 
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■長期的な管理の見通し（約 30 年間）と、計画期間における事業手法 
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改善事業の場合の費用試算であり、 

建替事業の場合は異なる 

■各事業の戸当たり費用の設定 

事業の概要 戸当たり費用 

外壁（外断熱改修）・屋根改善（RC 造） 3,800 千円／戸 

外壁・屋根修繕（RC 造） 2,000 千円／戸 

三点給湯改善 1,500 千円／戸 

外壁・屋根改善(木造） 4,000 千円／戸 

簡易耐火構造平屋建の改善 12,000 千円／戸 

除却 1,500 千円／戸 
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（1） 点検の実施方針 

① 定期報告および定期報告に準ずる調査の実施 

・ 岩手県では、以下に該当する共同住宅は、建築基準法第 12 条に基づく定期報告が必要な

特定建築物に位置付けられている。 

次のいずれかに該当するもの 

(1) 床面積の合計が 100 ㎡を超えるもので、地階又は 3 階以上の階にある

もの 

(2) 2 階の部分の床面積の合計が 300 ㎡以上のもの（前号に該当するもの

を除く。） 

・ 定期報告の対象となる公営住宅等は、建築基準法第 12 条に基づき調査・報告を行う。 

・ また予防保全の観点から、定期報告の対象とならない公営住宅等のうち、計画期間内に

用途廃止（除却）を予定するもの以外についても、定期報告に準ずる調査を実施する。 

・ 定期報告に準ずる調査の周期（3 年ごと）毎に、実施項目・事項や実施方法、記録方法等

は定期報告と同様とする。 

 

■定期報告および定期報告に準じた点検の対象となる公営住宅等 

建築基準法に基づく定期報告対象の 

公営住宅等 

定期報告に準じた点検の対象となる 

公営住宅等 

 さいわい団地 

 みなと団地 

 てらさと団地 

 侍浜団地 

 うべ団地 

 萩ヶ丘地区住宅 

 新川井団地 

 久慈湊・大崎地区住宅 

 元木沢地区住宅 

 久喜地区住宅 

 

② 日常点検等の実施 

・ ①のほか、不具合発生の予兆や内外装・設備等の劣化状況等、ストックの状態を把握する

ため、全ての公営住宅等を対象に、外観からの目視により容易に確認することが可能な部

位等について日常点検を行う。 

・ 日常点検の方法・内容等は、公営住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年 8 月 国土交通省

住宅局住宅総合整備課）に準ずるものとし、年に１回程度を実施する。 

・ 法定点検の点検項目にない外構、自転車置き場等の公営住宅等の適切な維持管理のため、

状況を把握することが必要なものについては、日常点検において点検を行う。 

・ バルコニー等の入居者が専用的に使用する共用部分、台所・浴室のガスホース等の専用部

分で入居者の安全性に係る部位・部品等については、定期点検や日常点検による把握は困

難であることから、入退去時に点検を実施しその点検記録を蓄積する。 
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・ 昇降機については、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」「エレベーター保守・点検業

務標準契約書」（平成 28 年 2 月に国土交通省住宅局建築指導課）等を参考として、点検を

実施する。 

 

③ 点検等の記録の蓄積 

・ 修繕の的確な実施、次回点検時の確認事項の把握等のため、定期報告・定期報告に準ずる

調査、日常点検の結果（記録）を、蓄積する。 

 

（2） 計画修繕の実施方針 

① 計画修繕等の実施 

・ 計画修繕の対象は、以下の公営住宅等とする。 

計画修繕の対象とする公営住宅等 

 さいわい団地 

 侍浜団地 

 みなと団地 

 てらさと団地 

 うべ団地 

 萩ヶ丘地区住宅 

 新川井団地 

 久慈湊・大崎地区住宅 

 元木沢地区住宅 

 久喜地区住宅 

（計画期間内の用途廃止（除却）が予定されている公営住宅等は、対象としない。） 

・ 修繕周期の延長や LCC の縮減等を図ることを目的に実施する、侍浜団地、みなと団地、新

川井団地の外壁修繕は、性能向上を伴う改善事業（長寿命化型改善）とする。 

・ 効率的な工事実施のため、上記の改善事業と同時に、屋根・木部の塗装等の外装や共用部

分の修繕を実施する。 

・ 外壁・屋根の修繕以外の予防保全の観点に基づく計画修繕の検討にあたっては、定期点検・

日常点検の記録、「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」に示された修繕周期表等を

参考とする。 

・ 具体的な実施時期（年度）については、点検結果のほか、これまでの修繕等の実施状況、各

年度の事業量も勘案しながら設定する。 

・ 次期の修繕に活かすことができるよう、修繕履歴（主要な部位・部材の修繕の仕様と内容、

実施時期等）を整理、一元管理する。 

 

② 修繕の記録の蓄積 

・ 次期の修繕に活かすことができるよう、引き続き団地カルテ等を用いて、修繕履歴（主要

な部位・部材の修繕の仕様と内容、実施時期等）を整理、一元管理する。 
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（3） 改善事業の実施方針 

① 改善事業の対象と主な内容 

・ 計画期間内の改善事業は、以下の公営住宅等において実施する。 

 

■改善事業の対象となる公営住宅等 

公営住宅等 改善事業のイメージ 

 侍浜団地、新川井団

地（木造 2 階建） 

 長寿命化型改善（外壁のサイディングの塗装、シーリング等） 

 みなと団地（RC 造 3

階建） 

 長寿命化型改善（折板屋根の遮熱塗装等、外壁外断熱改修、防水

型の複層塗材の採用等） 

 萩ヶ丘地区住宅（簡

易耐火構造平屋建） 

 居住性向上、福祉対応、安全性確保、長寿命化型改善 

 

・ なお、さいわい団地・みなと団地（中層階段室型 3 階）では、エレベーター設置は行わな

いが、市営住宅等条例第 5 条第 7 項に基づき、入居者の申出に応じて高齢者世帯等の 1 階

への住み替えに対応する。 

 

（4） 建替事業の実施方針 

・ 計画期間内に建替事業を実施する団地はないものとする。 
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 ここでは、計画期間中に長寿命化型改善事業を実施する予定の住棟について、「ライフサ

イクルコスト（LCC）の縮減効果」を算出し、その結果を記載する。 

 

（1） ライフサイクルコスト（LCC）算出の考え方 

① 基本的な考え方 

 長寿命化型改善事業を実施する住棟を対象としたライフサイクルコスト（LCC）の縮減効

果の算出の基本的な考え方は以下のとおりである。 

1 棟の LCC 改善効果＝LCC（計画前）【１】－LCC（計画後）【２】〔単位 千円／棟・年〕 

【１】LCC（計画前）＝（建設費＋修繕費＋除却費）（※）／評価期間（改善非実施） 

※公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業を実施しない場合に想定される管理期間に要する

コスト 

【２】LCC（計画後）＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）（※）／評価期間（改善実施） 

※公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業および公営住宅等長寿命化計画の計画期間以後に

想定される改善事業を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期間）に要するコスト 

 

② 算出の手順・設定値、結果 

 LCC 縮減効果の流れ、および団地・住棟ごとの設定値を下表に示す。１戸当たりの年平均

縮減額を当該住棟の住戸数分に積算して、住棟当たりの年平均縮減額を算出する。 

 年平均縮減額がプラスであれば、LCC 縮減効果があると判断できる。 

 

■ 計画前モデル 

 項目 備考 設定値 

① 
評価期間 

（改善非実施）Ａ 
・長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間  

② 修繕費Ａ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善

非実施）Ａ末までの各年の修繕費を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

※プログラ

ムの規定

値を適用 

③ 
建設費 

（推定再建築費） 

・当該住棟の建設時点に投資した建設工事費※×公営住宅法施行規則

第 23条の率 

※建設工事

費は建設

当時の標

準建設費 

④ 
除却費Ａ 

（現在価値化） 
・評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 

1,000 千円

／戸 

⑤ 計画前ＬＣＣ 
（③建設費＋②修繕費Ａ＋④除却費Ａ）÷①評価期間（改善非実施）

Ａ（単位：円／戸・年） 
－ 
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■ 計画後モデル 

 項目 備考 設定値 

⑥ 
評価期間 

（改善実施）Ｂ 

・長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業（ＬＣＣ算定対象）および長

寿命化計画の計画期間以後に想定される長寿命化型改善事業（ＬＣＣ算

定対象）を実施する場合に想定される管理期間（目標管理期間） 

 

⑦ 修繕費Ｂ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）

Ｂ末までの各年の修繕費を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については現在価値化して算出する。 

※プログラ

ムの規定

値を適用 

⑧ 
長寿命化型改

善費 

・長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費および長寿命化計画の計

画期間以後に想定される長寿命化型改善事業費の総額から修繕費相当

額を控除した額。当該改善を複数回行う場合はそれらの合計費用とす

る。 

・修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相

当する「計画修繕項目の修繕費乗率」を除いて修繕費を算定すること（当

該計画修繕項目の修繕費乗率を除いた修繕費乗率を推定再建築費に乗

じて修繕費を算定すること）で対応している。 

・長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出

する。 

 

⑨ 

建設費 

（推定再建築

費） 

・当該住棟の建設時点に投資した建設工事費※×公営住宅法施行規則第23

条の率 

※建設工事費は建設当時の標準建設費で代用 

※建設工事

費は建設

当時の標

準建設費 

⑩ 
除却費Ｂ 

（現在価値化） 

・評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

1,000 千円

／戸 

⑪ 

計画後ＬＣＣ 

（（⑦＋⑧＋⑨

＋⑩）÷⑥） 

（⑨建設費＋⑧長寿命化型改善費＋⑦修繕費Ｂ＋⑩除却費Ｂ）÷⑥評価期

間（改善実施）Ｂ（単位：円／戸・年） 
－ 

 

・ なお①③⑥⑧⑨の設定値は以下の通りである。 

  
侍浜団地・新川井団地

（木造） 
みなと団地 萩ヶ丘地区住宅 

① 
評価期間 

（改善非実施）Ａ 
30 年 50 年 55 年 

③ 
建設費 

（推定再建築費） 
・建設工事費は、建設当時の標準建設費（中層階段室型） 

⑥ 
評価期間 

（改善実施）Ｂ 
45 年 70 年 80 年 

⑧ 長寿命化型改善費 4,000 千円／戸 3,800 千円／戸 5,000 千円／戸 

⑨ 
建設費 

（推定再建築費） 
・建設工事費は、建設当時の標準建設費（中層階段室型） 

 

■ ＬＣＣ縮減効果 

 項目 備考 

⑫ 
年平均縮減額 

（⑤－⑪） 
⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬ 
住棟当たりの 

年平均縮減額 
⑫×戸数 



 

 

60 

③ ＬＣＣ縮減効果の算出結果 

 各棟のＬＣＣ縮減効果の算出結果は、6.【様式１】に示す。 

 以下にみなと団地１号棟の算出結果を例示する。 

  



 

7. ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 
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